
班の名称、班長及び分掌事務別表第１

所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務 所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務

１．防災会議及び災害対策本部に関する事項 出 納 班 出 納 課 長 １．災害経理（義援金の保管を含む）に関する事項
企 画 班 企 画 課 長 ２．防災関係諸機関及び市町村との連絡に関する事項 企 ２．部内の実施事項の応援に関する事項

危 ３．気象状況等の伝達に関する事項
４．被害状況の収集と内閣総理大臣、中央防災会議へ 画 工事検査課長 部内の実施事項の応援に関する事項

機 の報告に関する事項
５．自衛隊の派遣要請に関する事項 総 議 会 班 総 務 課 長 １．議員との連絡等に関する事項

管 ６．県総合情報通信 に関する事項 ２．議会の会議に関する事項ネットワークシステム
７．他の班に属さない事項 務

理 人 事 委 班 任 用 課 長 部内の実施事項の応援に関する事項
南海地震対策 南海地震対策 １．広域応援協定等広域防災に関する事項 部

部 班 課 長 ２．災害ボランティアに関する事項 監 査 班 監査第一課長 部内の実施事項の応援に関する事項

１．部内の被害状況の収集に関する事項
消防保安班 消防保安課長 危険物施設及び高圧ガス施設等の災害対策に関する事項 ２．部内の連絡調整に関する事項

県民環境政策班 県民環境政策課長 ３．本部の実施事項の応援に関する事項
１．部内の被害状況の収集に関する事項 県 ４．生活必需物資の価格需給動向の調査及び対策に関

総 務 班 総 務 課 長 ２．部内の連絡調整に関する事項 する事項
企 ３．私立学校の災害対策に関する事項

－

男女共同参画班 男女共同参画課長 部内の実施事項の応援に関する事項

２

総 合政策班 総合政策局長 部内の実施事項の応援に関する事項

８

１．罹災外国人の援護に関する事項

６

１．本部長の秘書に関する事項 民 文化国際班 文化国際課長 ２．海外からの支援における国との連絡調整に関する

－

画 秘 書 班 秘 書 課 長 ２．災害見舞及び視察者に関する事項 事項
３．住民及び報道機関に対する災害広報に関する事項

国民文化祭班 国民文化祭課長 部内の実施事項の応援に関する事項
１．部又は班の人員調整に関する事項

人 事 班 人 事 課 長 ２．職員の災害派遣に関する事項 １．県庁総合サービスネットワークの被害状況の把握
総 ３．応援職員の受入れに関する事項 環 情報ｼｽ ﾃ ﾑ班 情報ｼｽﾃ ﾑ課長 及び復旧に関する事項

４．職員の罹災状況に関する事項 ２．部内の実施事項の応援に関する事項

１．職員の災害補償等に関する事項 統計調査班 統計調査課長 部内の実施事項の応援に関する事項
職員厚生班 職員厚生課長 ２．職員の健康管理に関する事項

務 ３．災害派遣職員等の応急宿舎に関する事項 市 町 村 班 市 町 村 課 長 市町村行政の応援に関する事項
境

財 政 班 財 政 課 長 災害対策の予算措置に関する事項 ふるさと振興班 ふるさと振興課長 市町村振興の応援に関する事項

１．災害救助物資等の購入に関する事項 環境企画班 環境企画課長 １．部内の実施事項の応援に関する事項
部 ２．災害救助用資材、人員及び物資の輸送に関する事 ２．所管施設の災害対策に関する事項
管 財 班 管 財 課 長 項

３．県庁舎・合同庁舎等の被害状況の把握及び応急機 部 １．被災地の清掃及びし尿処理に関する事項
能確保措置に関する事項 環境整備班 環境整備課長 ２．一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の災
４．応急仮設住宅の建設用地の確保に関する事項 害対策に関する事項

税 務 班 税 務 課 長 １．災害による県税の減免に関する事項 環境管理班 環境管理課長 大気汚染及び水質汚濁に係る発生源監視に関する事項
２．税務相談に関する事項

選 挙 委 班 書 記 長 部内の実施事項の応援に関する事項



所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務 所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務

１．部内の被害状況の収集に関する事項 長寿社会班 長寿社会課長 １．罹災高齢者の援護に関する事項
２．部内の連絡調整に関する事項 保 ２．所管の社会福祉施設等の災害対策に関する事項
３．災害救助法の適用及び実施に関する事項 健

保健福祉政策 保健福祉政策 ４．災害弔慰金の支給等に関する法律の適用及び実施 福
班 課 長 に関する事項 祉 １．罹災児童の援護に関する事項

５．義援金品等に関する事項 部 こども未来班 こども未来課長 ２．罹災母子世帯等の援護に関する事項
保 ６．所管の社会福祉施設の災害対策に関する事項 ３．所管の社会福祉施設の災害対策に関する事項

７．罹災低所得者の援護に関する事項
１．部内の被害状況の収集に関する事項

商工政策班 商工政策課長 ２．部内の連絡調整に関する事項
１．罹災者の医療救護に関する事項

健 ２. 救護所の設置に関する事項 商
３. 被災者に対する各種保険給付金の早期支払いに関 中小企業に対する災害金融に関する事項地 域 経 済 再 生 班 地 域 経 済 再 生 課 長

医 療政策班 医療政策課長 する事項
４．被災者に対する保険料納入延滞金の免除及び滞納 工 産業振興班 産業振興課長 商業関係物資の斡旋及び流通対策に関する事項
処分の執行猶予に関する事項

福 ５．被災者で保険証を紛失した者に対する再交付に関 労働政策班 労働政策課長 部内の実施事項の応援に関する事項
する事項 労

雇用能力開発班 雇用能力開発課長 県立テクノスクール等の災害対策に関する事項
１．災害地の防疫に関する事項

健康増進班 健康増進課長 ２．被災者の健康相談に関する事項 働

－

祉 ３．被災者の栄養指導に関する事項 観光施設等の災害対策に関する事項

２

交 流 推 進 局 観 光 交 流 課 長
４．被災者の精神保健相談に関する事項 交流推進班

８

部 部内の実施事項の応援に関する事項

７

交 流 推 進 局 交 流 施 設 課 長
１．医薬品（輸血用血液を含む。）、衛生材料及び防

－

薬 務 班 薬 務 課 長 疫薬品等の確保に関する事項 労 委 班 調 整 課 長 部内の実施事項の応援に関する事項
２．薬剤師の援護業務に関する事項

部
１．食品衛生維持に関する事項
２．と畜場、死亡獣畜取扱場の被害調査に関する事項

生活衛生班 生活衛生課長 ３．環境衛生施設の災害対策及び衛生維持に関する事
項
４．給水に関する事項
５．水道施設の災害対策に関する事項

１．罹災身体障害者、罹災精神薄弱者の援護に関する
障害福祉班 障害福祉課長 事項

２．所管の社会福祉施設の災害対策に関する事項

人 権 班 人 権 課 長 部内の実施事項の応援に関する事項



所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務 所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務

１．部内の被害状況の収集に関する事項 県土整備部参事 部内の災害対策に関する総括事項
（ 県 土 防 災 企 画 担 当 ）農林水産政策班 農林水産政策課長 ２．部内の連絡調整に関する事項

３．農業関係の激甚災指定の取りまとめに関する事項
県土防災企画 県土整備政策課長 １．部内の連絡調整に関する事項

検査金融班 検査金融課長 １．農協共同利用施設の災害に関する事項 班 ２．部内の他の班に属しない事項
２．農林漁業関係災害の金融に関する事項

１．建設業者の確保に関する事項
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ １．主要食糧及び副食農産物の確保に関する事項 建設管理課長 ２．部内の連絡調整等の応援に関する事項とく し ま ブ ラ ン ド 戦 略 班 と く し ま 戦 略 課 長

農 ２．保管農薬の安全対策に関する事項 県 ３．部内の被害状況の収集に関する事項

１．畜産物、畜産施設の被害状況に関する事項 部内の連絡調整等の応援に関する事項収 用 委 員 会 事 務 局 次 長
畜 産 班 畜 産 課 長 ２．流通飼料及び飼料作物に関する事項

３．家畜伝染病予防及び防疫に関する事項 １．道路、橋梁の災害対策に関する事項
道 路 班 道路保全課長 ２．災害時における道路及び橋梁の使用に関する事項

１．林業関係の激甚災指定の取りまとめに関する事項 ３．緊急輸送道路の確保に関する事項
林 林業振興班 林業振興課長 ２．建設資材（木材等）の確保に関する事項 土

３．林産施設等の災害対策に関する事項 道路建設課長
道路建設等の災害対策の応援に関する事項

高 規 格 道 路 推 進 局 次 長林業再生推進室長 造林地等の被害状況の取りまとめに関する事項

１．土地改良財産の災害対策に関する事項 都市計画課長 都市計画施設等の災害対策に関する事項

－

農山村整備班 農山村整備課長 ２．構造改善及び山村振興対策補助施設の災害対策に 都市計画班 下水環境課長

２

水 関する事項 整

８

３．農地、農業用施設及び耕地海岸の災害対策に関す 用地対策課長 都市計画施設等の災害対策の応援に関する事項

８

る事項

－

１．水防本部に関する事項
農地整備班 農地整備課長 農地、農業用施設及び耕地海岸の災害対策に関する ２．河川、海岸の災害対策に関する事項

事項 河 川 課 長 ３．水位雨量等観測資料収集に関する事項
河 川 班 ４．水防警報受報発報に関する事項

産 森林整備班 森林整備課長 １．治山及び林道施設の災害対策に関する事項 備 ５．河川警戒に関する事項
２．保安林の被害状況の取りまとめに関する事項 河川企画室長 ６．水防無線に関する事項

７．ダムからの情報収受、分析集計に関する事項
１．水産関係の激甚災指定の取りまとめに関する事項 ８．ダムへの各種連絡等に関する事項

水 産 班 水 産 課 長 ２．水産物被害の把握及び水産物・水産加工品の確保
に関する事項 砂 防 班 砂 防 課 長 砂防施設、地すべり関係の災害対策に関する事項
３．災害輸送用漁船の確保に関する事項

部 部 １．県営住宅の災害対策に関する事項
部内の実施事項の応援に関する事項 住 宅 課 長 ２．災害関係住宅調査に関する事項海 区 調 整 委 班 海 区 調 整 委 事 務 局 長

住 宅 班 ３．住宅関係災害の金融に関する事項
ｾﾝﾀｰ １．農林水産総合技術支援センターの被害状況の取り農 林 水 産 総 合 技 術 農林水産総合技術支援

ｾﾝﾀｰ 企画管理室長 まとめに関する事項 １．建築士、大工等の確保に関する事項支 援 企 画 管 理 班 建 築 開 発 指 導 課 長
２．農業被害調査に関する事項 ２．建築物の災害復旧の技術指導に関する事項
３．農作物被害等の技術対策の推進に関する事項 ３．被災建築物・被災宅地応急危険度判定に関する事

項



所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務 所属部 班 の 名 称 班 長 分 掌 事 務

営 繕 班 営 繕 課 長 １．応急仮設住宅の建設に関する事項 １．部内の被害状況収集に関する事項
県 ２．公共施設の応急措置に関する事項 総 務 班 教育総務課長 ２．部内の連絡調整に関する事項

３．教育関係広報に関する事項
１．港湾、漁港及び海岸施設の災害対策に関する事項 教 ４．教育施設の災害対策に関する事項

土 ２．高潮対策に関する事項 ５．教職員の被害状況等に関する事項港 湾 空 港 整 備 局 港 湾 課 長
３．災害輸送用船舶の確保に関する事項 ６．教職員の健康管理に関する事項

港湾空港整備班
整 港湾施設等の災害対策に関する事項 育 １．児童・生徒の避難その他の対策に関する事項港湾 空 港 整 備 局 港 湾 開 発 課 長

学 校教育班 学校政策課長 ２．応急教育に関する事項
港湾施設等の災害対策の応援に関する事項 ３．災害用教科書及び学用品の調達斡旋に関する事項港湾空港整備局空港地域整備課長

備 ４．休校その他学校管理に関する事項
１．都市道路施設等の災害対策に関する事項 部都 市 道 路 整 備 班 都 市 道 路 整 備 局 次 長
２．部内の実施事項の応援に関する事項 生涯学習班 生涯学習政策課長 １．社会教育施設の災害対策に関する事項

部 ２．文化財の被害調査に関する事項
交通政策班 交通政策課長 １．公共交通機関の被害状況調査に関する事項

２．災害輸送車両の確保に関する事項 警
察 警 察 班 県警察災害警備本部の組織及び所掌業務による

１．部内の被害状況収集に関する事項 部
企 総 務 班 総 務 課 長 ２．部内の連絡調整に関する事項

３．所管施設の災害対策に関する事項
業
電 力 班 電 力 課 長 所管施設の災害対策に関する事項

－

部

２

工 務 班 工 務 課 長 所管施設の災害対策に関する事項

８
９

病 総 務 課 長 １．部内の被害状況収集に関する事項

－

院 病 院 班 ２．部内の連絡調整に関する事項
部 経営企画課長 ３．県立病院の連絡調整に関する事項



実施班の名称・実施班長及び分掌事務
別表第２－１（南部支部） 別表第２－２（南部支部以外の支部）

実施班の名称 実 施 班 長 分 掌 事 務 所 管 区 域 実施班の名称 実 施 班 長 分 掌 事 務 所 管 区 域

１ 徳島県行政組織規則（昭 徳島県行政組織規則（昭和 徳島県行政組織規則（昭
和４２年規則第１５号）に ４２年規則第１５号）に定め 和４２年規則第１５号）に

南部総合県民局 定める総合県民局企画振興 財 務 実 施 班 財 務 事 務 所 長 る徳島県財務事務所の分掌事 定める徳島県各財務事務所
企画振興実施班 企 画 振 興 部 長 部の分掌事務のうち災害応 務のうち災害応急対策に関す の所管区域

急対策に関する事項 る事項
２ 支部会議、支部事務局に
関する事項 徳島県行政組織規則（昭和 徳島県行政組織規則（昭

４２年規則第１５号）に定め 和４２年規則第１５号）に
徳島県行政組織規則（昭和 福 祉 実 施 班 福 祉 事 務 所 長 る徳島県福祉事務所の分掌事 定める徳島県各福祉事務所

保健福祉環境 南部総合県民局 ４２年規則第１５号）に定め 務のうち災害応急対策に関す の所管区域
実 施 班 保健福祉環境部長 る総合県民局保健福祉環境部 る事項

の分掌事務のうち災害応急対
策に関する事項 徳島県行政組織規則（昭和 徳島県行政組織規則（昭

徳島県総合県民局設置条 ４２年規則第１５号）に定め 和４２年規則第１５号）に
徳島県行政組織規則（昭和 例（平成１６年条例第５５ 保 健 実 施 班 保 健 所 長 る徳島県保健所の分掌事務の 定める徳島県各保健所の所

南部総合県民局 ４２年規則第１５号）に定め 号）に定める徳島県南部総 うち災害応急対策に関する事 管区域
農林水産実施班 農 林 水 産 部 長 る総合県民局農林水産部の分 合県民局の所管区域 項

掌事務のうち災害応急対策に
関する事項 徳島県行政組織規則（昭和 徳島県行政組織規則（昭

４２年規則第１５号）に定め 和４２年規則第１５号）に

－

徳島県行政組織規則（昭和 農 林 実 施 班 農 林 事 務 所 長 る徳島県農林事務所の分掌事 定める徳島県各農林事務所

２

南部総合県民局 ４２年規則第１５号）に定め 務のうち災害応急対策に関す の所管区域

９

県土整備実施班 県 土 整 備 部 長 る総合県民局県土整備部の分 る事項

０

掌事務のうち災害応急対策に

－

関する事項 １．徳島県行政組織規則（昭 徳島県行政組織規則（昭
和４２年規則第１５号）に 和４２年規則第１５号）に

１ 徳島県行政組織規則（昭 定める徳島県土木事務所の 定める徳島県各土木事務所
和４２年規則第１５号）に 土 木 実 施 班 土 木 事 務 所 長 分掌事務のうち災害応急対 の所管区域

南部総合県民局 定める総合県民局の当該室 策に関する事項
その他の実施班 そ の 他 の 室 長 の分掌事務のうち災害応急 ２．支部会議、支部事務局に

対策に関する事項 関する事項
２ 他の班の応援に関する事
項 １．徳島県行政組織規則（昭 徳島県行政組織規則（昭

和４２年規則第１５号）に 和４２年規則第１５号）に
定める当該事務所の分掌事 定める事務所の所管区域

その他の実施班 その他の事務所長 務のうち災害応急対策に関
する事項
２．他の班の応援に関する事
項



地方連絡部の名称、位置、部長及び分掌事務別表第３

部 の 名 称 位 置 部 長 分 掌 事 務

１．災害関係事項の国会、中央諸官庁、その他
関係方面との連絡に関する事項
２．災害関係の情報、資料の収集、調査及びこ

東京地方連絡部 東京事務所内 東京事務所長 れらの速報に関する事項
３．関東地方における災害対策用物資購入に当
たっての斡旋等協力に関する事項
４．その他災害関係の特に命じられた事項

１．災害関係事項の関西、中部方面の官公庁、
その他関係方面との連絡に関する事項

大阪地方連絡部 大阪事務所内 大阪事務所長 ２．関西、中部方面における災害対策用物資購
入に当たっての斡旋等協力に関する事項
３．その他災害関係の特に命じられた事項

－
２
９
１
－


